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新型コロナウイルス感染症に伴う 

医療保険制度の主な対応状況について 

 

 

医療機関等への配慮に関すること 

診療報酬の算定について 

  患者の急激な増加等に鑑み、診療報酬の算定について柔軟な取扱いを行うことと

した。 

（１）医療法上の許可病床数を超過する入院の取扱い 

   新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れたことにより医療法上の許可病床

を超過する場合には、通常適用される診療報酬の減額措置を行わないこととし

た。 

 

（２）施設基準を満たすことができなくなる保険医療機関の取扱い 

   新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れたことにより、入院患者が一時的

に急増等した場合や、学校等の臨時休学に伴い、看護師が自宅での子育て等を理

由として勤務することが困難になった場合等においては、当面、月平均夜勤時間

数については、１割以上の一時的な変動があった場合においても、変更の届出は

不要とした。 

 

（３）看護配置の変動に関する取扱い 

   （２）と同様の場合において、看護要員の比率等に変動があった場合でも当

面、変更の届出は不要とした。 

 

（４）DPC 対象病院の要件等の取扱い 

   （２）と同様の場合において、看護要員の数等の施設基準を満たさなくなった

場合については、「DPC 対象病院への参加基準を満たさなくなった場合」には該当

せず、届出は不要とした。 

 

（５）本来の病棟でない病棟等に入院した場合の取扱い 

   原則として、当該患者が実際に入院した病棟の入院基本料等を算定することと

した。また、会議室等病棟以外の場所に入院させた場合には、必要とされる診療

が行われている場合に限り、当該医療機関が届出を行っている入院基本料のう

ち、当該患者が本来入院すべき病棟の入院基本料を算定することとした。 
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（６）研修等の取扱いについて 

   定期的な研修や医療機関間の評価を要件としている項目の一部について、研修

や評価を実施できるようになるまでの間、実施を延期することができることとし

た。 

 

（７）電話や情報通信機器を用いた診療等の取扱いについて 

   慢性疾患等を有する定期受診患者等について、電話や情報通信機器を用いて診

療し医薬品の処方を行い、ファクシミリ等で処方箋情報が送付される場合、電話

等再診料等を算定できることとした。（外来診療料も同様の取扱い。） 

   また、上記の場合であって、療養上必要な事項について適正な注意及び指導を

行い、併せて必要かつ十分な量の衛生材料等を支給した場合に、在宅療養指導管

理料等を算定できることとした。 

   調剤報酬においては、上記の場合であって、当該処方箋情報を受け付けた保険

薬局において、当該処方箋情報に基づく調剤を行った場合、調剤技術料等を算定

できることとした。 

 

（８）緊急に開設する保険医療機関の基本診療料の取扱いについて 

   新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れるために、緊急に開設する必要が

ある保険医療機関について、新たに基本診療料の届出を行う場合においては、要

件審査を終えた月の診療分についても当該基本診療料を算定できることとした。 

 

（９）DPC/PDPS における取扱い 

令和２年３月 31日までの期間において、医療資源を最も投入した病名が新型

コロナウイルス感染症であった症例については、包括評価の対象外とした。 

 

その他 

ＰＣＲ検査の保険適用について 

   新型コロナウイルス感染症の患者であることが疑われる者に対し新型コロナウ

イルス感染症の診断を目的として行った場合又は新型コロナウイルス感染症の治

療を目的として入院している者に対し退院可能かどうかの判断を目的としたＰＣ

Ｒ検査を実施した場合に、医療保険を適用できることとした。 

 

 

 

 

 

 

 


